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物価上昇局面における税負担の調整や就業調整への対応

改正内容

所得税

（７年分所得から）

個人住民税

（７年分所得に係

る８年度分から）

①給与所得控除

の見直し

＜最低保障額＞

改正前�万円→改正後

�万円

所得税と同様の

対応

②基礎控除の見

直し

＜給与収入２００万円相

当以下の場合＞

改正前（最高）�万円→

改正後（最高）�万円

※控除額は収入に応じ

て逓減

改正なし

（最高�万円）

③大学生年代の

子等（特定扶

養控除関係）

⑴従来「１０３万円まで」

の子等の給与収入につ

いて「１５０万円まで」を

対象とする新たな特別

控除を創設、⑵子等の

給与収入が「１５０万円～

１８８万円」の場合、控除

額に階段を設けて控除

所得税と同様の

対応

④扶養親族等に

係る所得要件

の引上げ

改正前�万円→改正後

�万円

所得税と同様の

対応

　

令

和

７

年

度

税

制

改

正

で

は

、

物

価

上

昇

局

面

に

お

け

る

税

負

担

の

調

整

や

就

業

調

整

へ

の

対

応

か

ら

、

給

与

所

得

控

除

と

基

礎

控

除

の

見

直

し

、

基

礎

控

除

の

特

例

の

創

設

、

特

定

扶

養

控

除

関

係

の

見

直

し

、

扶

養

親

族

等

に

係

る

所

得

要

件

の

引

上

げ

な

ど

が

実

現

し

た

。

こ

れ

ら

は

所

得

税

と

個

人

住

民

税

で

同

様

の

対

応

を

行

う

も

の

も

あ

れ

ば

、

所

得

税

の

み

の

対

応

で

住

民

税

で

は

反

映

さ

れ

な

い

も

の

も

あ

る

。

こ

こ

で

は

、

所

得

税

と

住

民

税

で

の

対

応

を

整

理

す

る

。

主 な 記 事

先端設備等導入計画策定で手引き ２面

カジノ管理委が税理士募集 ２面

源泉徴収票�枚以上で電子提出に ３面

認定支援機関の任意調査結果 ４面

　

令

和

７

年

度

税

制

改

正

で

は

、

大

学

生

の

ア

ル

バ

イ

ト

の

働

き

控

え

（

就

業

調

整

）

の

一

因

に

税

制

が

な

っ

て

い

る

と

の

指

摘

が

あ

る

こ

と

を

受

け

て

、

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

大

学

生

年

代

の

子

等

の

給

与

収

入

が

１

５

０

万

円

相

当

（

合

計

所

得

金

額

�

万

円

）

ま

で

は

、

親

等

が

特

定

扶

養

控

除

と

同

額

の

所

得

控

除

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

（

同

１

５

０

万

円

超

も

１

８

８

万

円

ま

で

は

一

定

の

控

除

あ

り

）

。

こ

れ

に

対

応

し

て

、

政

府

は

社

会

保

険

（

健

康

保

険

）

に

つ

い

て

も

大

学

生

年

代

の

子

等

の

給

与

収

入

が

１

５

０

万

円

ま

で

社

会

保

険

に

加

入

す

る

親

等

の

扶

養

か

ら

外

れ

な

く

て

も

済

む

よ

う

に

年

収

基

準

の

見

直

し

を

検

討

し

て

い

る

。

　

い

わ

ゆ

る

「

年

収

の

壁

」

と

呼

ば

れ

る

も

の

に

は

、

住

民

税

所

得

割

の

支

払

が

発

生

す

る

「

１

０

０

万

円

の

壁

」

、

所

得

税

の

支

払

が

発

生

す

る

「

１

０

３

万

円

の

壁

」

と

い

っ

た

税

に

関

わ

る

壁

と

と

も

に

、

社

会

保

険

料

の

支

払

が

発

生

す

る

「

１

０

６

万

円

の

壁

」

「

１

３

０

万

円

の

壁

」

が

存

在

す

る

。

こ

れ

ら

の

う

ち

、

税

金

に

関

わ

る

壁

は

７

年

度

税

制

改

正

で

大

幅

な

見

直

し

が

実

現

し

た

が

、

社

会

保

険

の

壁

に

つ

い

て

は

、

現

時

点

で

は

見

直

し

が

行

わ

れ

て

い

な

い

。

　

社

会

保

険

の

壁

の

う

ち

、

勤

め

先

の

企

業

規

模

に

よ

っ

て

健

康

保

険

や

厚

生

年

金

保

険

へ

の

加

入

義

務

が

発

生

す

る

「

１

０

６

万

円

の

壁

」

は

適

用

対

象

か

ら

学

生

が

除

外

さ

れ

て

い

る

の

で

、

学

生

に

と

っ

て

は

「

１

３

０

万

円

の

壁

」

が

問

題

と

な

る

。

　

１

３

０

万

円

の

壁

で

は

、

社

会

保

険

に

加

入

し

て

い

る

親

等

に

扶

養

さ

れ

て

い

る

大

学

生

年

代

の

子

等

で

あ

っ

て

も

、

給

与

収

入

が

１

３

０

万

円

以

上

と

な

る

と

、

自

身

で

健

康

保

険

に

加

入

し

、

保

険

料

を

支

払

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

　

税

制

改

正

で

、

親

等

が

大

学

年

代

の

子

等

の

給

与

収

入

が

１

５

０

万

円

ま

で

従

来

の

特

定

扶

養

控

除

と

同

額

の

所

得

控

除

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

も

、

子

等

に

と

っ

て

は

給

与

収

入

が

１

３

０

万

円

以

上

に

な

る

と

自

身

で

保

険

料

を

負

担

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

る

と

す

れ

ば

、

結

局

１

３

０

万

円

で

働

き

控

え

が

起

き

て

し

ま

う

と

の

指

摘

が

あ

る

。

　

こ

う

し

た

点

な

ど

を

４

月

２

日

の

衆

院

厚

生

労

働

委

員

会

で

浅

野

哲

議

員

が

質

問

し

た

と

こ

ろ

、

福

岡

資

麿

厚

労

相

は

「

特

定

扶

養

控

除

の

見

直

し

に

伴

う

社

会

保

険

の

被

扶

養

認

定

基

準

の

取

扱

い

に

つ

い

て

も

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

お

け

る

取

扱

い

と

の

整

合

性

を

図

る

観

点

か

ら

、

学

生

を

は

じ

め

と

し

た

�

歳

か

ら

�

歳

ま

で

の

年

収

基

準

を

１

５

０

万

円

に

引

き

上

げ

る

方

向

で

検

討

し

て

い

る

」

と

答

弁

。

続

け

て

、

「

現

在

、

被

用

者

保

険

の

適

用

拡

大

を

含

む

年

金

制

度

改

正

法

案

の

提

出

に

向

け

た

議

論

を

進

め

て

い

る

が

、

こ

の

中

で

検

討

を

進

め

て

い

き

た

い

と

考

え

て

い

る

」

と

述

べ

、

同

年

収

基

準

を

引

き

上

げ

る

方

針

を

示

し

た

。

　

な

お

、

社

会

保

険

の

被

扶

養

認

定

基

準

の

変

更

そ

の

も

の

に

法

改

正

は

必

要

な

い

。

　

所

得

税

の

諸

控

除

の

見

直

し

と

住

民

税

で

の

対

応

は

表

の

と

お

り

。

　

①

の

給

与

所

得

控

除

の

見

直

し

、

③

の

特

定

扶

養

控

除

関

係

、

④

の

扶

養

親

族

等

に

係

る

所

得

要

件

の

引

上

げ

は

住

民

税

で

も

所

得

税

と

同

様

の

対

応

が

と

ら

れ

る

一

方

、

基

礎

控

除

の

見

直

し

（

基

礎

控

除

の

特

例

の

創

設

を

含

む

）

は

住

民

税

で

は

対

応

が

な

さ

れ

な

い

。

①

に

つ

い

て

は

、

個

人

住

民

税

所

得

割

に

係

る

所

得

計

算

が

所

得

税

の

計

算

の

例

に

よ

る

と

さ

れ

て

い

る

た

め

、

地

方

税

法

の

改

正

は

行

わ

れ

な

い

が

、

所

得

税

の

見

直

し

が

自

動

的

に

住

民

税

に

反

映

さ

れ

る

。

　

こ

れ

ら

に

伴

い

、

所

得

税

の

課

税

最

低

限

は

１

０

３

万

円

か

ら

１

６

０

万

円

へ

と

�

万

円

引

き

上

げ

ら

れ

た

が

、

個

人

住

民

税

所

得

割

の

課

税

が

始

ま

る

課

税

最

低

限

は

従

来

の

１

０

０

万

円

か

ら

１

１

０

万

円

へ

と

�

万

円

の

引

き

上

げ

に

と

ど

ま

る

。

住

民

税

で

の

引

上

げ

が

小

幅

に

と

ど

ま

っ

た

理

由

と

し

て

は

、

自

治

体

の

首

長

な

ど

か

ら

税

収

減

を

懸

念

す

る

声

が

上

が

っ

て

い

た

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

　

こ

の

た

め

、

物

価

上

昇

局

面

に

お

け

る

税

負

担

の

調

整

や

就

業

調

整

へ

の

対

応

に

よ

る

所

得

税

の

減

収

額

（

初

年

度

）

で

１

兆

３

０

０

０

億

円

に

上

る

一

方

、

住

民

税

の

減

収

額

（

平

年

度

）

は

７

５

０

億

円

と

な

っ

て

お

り

、

そ

の

ほ

と

ん

ど

が

所

得

税

の

減

税

に

よ

る

も

の

と

な

る

。

所

得

税

減

税

の

内

訳

は

基

礎

控

除

の

引

上

げ

が

６

３

１

０

億

円

、

基

礎

控

除

の

特

例

が

６

２

１

０

億

円

、

給

与

所

得

控

除

の

引

上

げ

等

が

３

２

０

億

円

、

特

定

扶

養

控

除

関

係

が

１

２

０

億

円

。

　

ま

た

、

７

年

度

税

制

改

正

で

は

、

�

歳

ま

で

の

扶

養

親

族

が

い

る

場

合

、

８

年

分

に

お

け

る

所

得

税

の

一

般

生

命

保

険

料

控

除

の

最

高

限

度

額

を

６

万

円

（

現

行

４

万

円

）

に

引

き

上

げ

る

同

控

除

の

拡

充

が

行

わ

れ

る

が

、

こ

ち

ら

も

住

民

税

で

の

拡

充

は

行

わ

れ

な

い

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ４ �

第３６４７号
（昭和�年�月�日第３種郵便物認可）�税のしるべ　　２０２５年



　

今

月

か

ら

改

正

道

路

交

通

法

施

行

規

則

が

施

行

さ

れ

、

バ

イ

ク

の

免

許

区

分

が

見

直

さ

れ

た

。

排

気

量

１

２

５

㏄

以

下

の

バ

イ

ク

で

あ

っ

て

も

、

最

高

出

力

を

４

㌔

ワ

ッ

ト

以

下

に

制

御

し

た

も

の

で

あ

れ

ば

「

原

付

免

許

」

で

運

転

で

き

る

よ

う

免

許

区

分

が

変

更

さ

れ

た

★

原

付

き

バ

イ

ク

と

い

え

ば

、

郵

便

配

達

で

も

か

つ

て

は

カ

ブ

を

よ

く

見

か

け

た

が

、

日

本

郵

便

に

よ

る

と

、

「

Ｃ

Ｏ

２

削

減

」

を

目

的

に

電

動

二

輪

車

へ

の

入

れ

替

え

を

進

め

て

い

る

と

い

う

★

税

制

も

こ

う

し

た

区

分

に

対

応

。

軽

自

動

車

税

は

排

気

量

に

応

じ

て

税

額

が

設

定

さ

れ

て

い

る

が

、

出

力

を

抑

制

し

て

新

基

準

を

満

た

せ

ば

、

既

存

の

原

付

き

と

同

じ

２

０

０

０

円

と

し

、

ナ

ン

バ

ー

も

従

来

と

同

じ

白

色

と

し

た

。

新

基

準

の

原

付

の

交

通

ル

ー

ル

は

「

法

定

速

度

時

速

�

㌔

」

「

乗

車

定

員

は

１

名

」

な

ど

従

来

の

原

付

と

同

じ

ル

ー

ル

が

適

用

さ

れ

る

た

め

、

注

意

が

必

要

だ

。

（

Ｍ

）

　

中

小

企

業

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

７

年

度

税

制

改

正

後

の

生

産

性

向

上

や

賃

上

げ

に

資

す

る

中

小

企

業

の

設

備

投

資

に

関

す

る

固

定

資

産

税

の

特

例

措

置

に

対

応

し

た

、

先

端

設

備

等

導

入

計

画

策

定

の

手

引

き

を

公

表

し

た

。

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

固

定

資

産

税

の

特

例

措

置

の

適

用

を

受

け

る

に

は

、

投

資

利

益

率

の

要

件

と

と

も

に

、

賃

上

げ

方

針

の

表

明

が

必

須

の

要

件

と

な

っ

て

い

る

（

３

月

�

日

号

３

面

参

照

）

。

同

手

引

に

よ

る

と

、

税

制

措

置

を

受

け

る

に

は

、

こ

れ

ま

で

と

変

わ

ら

ず

、

先

端

設

備

等

導

入

計

画

の

新

規

申

請

時

に

賃

上

げ

方

針

を

位

置

付

け

る

必

要

が

あ

る

が

、

そ

の

場

合

、

賃

上

げ

方

針

の

変

更

は

可

能

と

な

っ

て

お

り

、

変

更

後

の

賃

上

げ

率

に

応

じ

た

固

定

資

産

税

の

軽

減

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

表

し

て

い

る

税

理

士

・

税

理

士

法

人

に

対

す

る

懲

戒

処

分

等

件

数

を

更

新

し

た

。

令

和

６

年

度

（

会

計

年

度

）

の

処

分

等

件

数

は

既

報

（

令

和

６

年

�

月

�

日

号

１

面

参

照

）

通

り

�

件

と

な

り

、

こ

れ

ま

で

過

去

最

多

だ

っ

た

平

成

�

年

度

の

�

件

を

上

回

っ

た

。

　

処

分

等

の

内

訳

は

、

業

務

の

禁

止

・

解

散

が

�

件

、

業

務

の

停

止

が

�

件

、

戒

告

が

２

件

だ

っ

た

。

　

同

処

分

等

の

件

数

は

�

年

度

に

ピ

ー

ク

を

つ

け

た

後

、

コ

ロ

ナ

禍

も

あ

っ

て

か

令

和

に

入

っ

て

か

ら

は

大

幅

に

減

少

し

、

４

年

度

に

は

�

件

に

ま

で

減

っ

て

い

た

。

そ

れ

が

５

年

度

は

�

件

に

ま

で

増

え

、

６

年

度

は

上

半

期

だ

け

で

�

件

と

な

る

な

ど

、

こ

こ

に

き

て

急

増

し

て

い

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

総

務

省

政

治

資

金

適

正

化

委

員

会

よ

り

、

「

政

治

資

金

監

査

の

質

の

向

上

に

係

る

取

組

に

つ

い

て

」

の

連

絡

が

あ

っ

た

と

し

て

、

会

員

に

周

知

し

て

い

る

。

　

同

委

員

会

で

は

、

政

治

資

金

監

査

の

さ

ら

な

る

質

の

向

上

を

図

る

た

め

、

令

和

６

年

度

第

６

回

政

治

資

金

適

正

化

委

員

会

に

お

い

て

、

５

年

分

の

収

支

報

告

書

（

定

期

分

）

に

係

る

政

治

資

金

監

査

に

つ

い

て

の

個

別

の

指

導

・

助

言

の

対

象

（

�

人

、

�

件

）

を

決

定

し

、

該

当

す

る

者

に

対

し

て

文

書

に

よ

る

個

別

の

指

導

・

助

言

を

実

施

。

　

ま

た

、

こ

れ

ま

で

、

個

別

の

指

導

・

助

言

の

取

組

み

で

明

ら

か

に

な

っ

た

誤

り

の

事

例

等

に

つ

い

て

、

政

治

資

金

監

査

実

務

に

関

す

る

フ

ォ

ロ

ー

ア

ッ

プ

研

修

資

料

へ

の

掲

載

等

に

よ

り

周

知

し

て

き

た

が

、

同

年

度

の

取

組

み

に

お

い

て

も

同

様

の

誤

り

が

散

見

さ

れ

た

こ

と

か

ら

、

今

般

、

本

取

組

み

に

係

る

資

料

を

大

幅

に

見

直

し

た

と

し

て

、

６

年

分

の

収

支

報

告

書

に

係

る

政

治

資

金

監

査

に

当

た

っ

て

は

、

同

様

の

誤

り

が

生

じ

な

い

よ

う

、

資

料

を

十

分

ご

確

認

い

た

だ

き

、

引

き

続

き

適

確

な

実

施

に

努

め

て

い

た

だ

き

た

い

と

し

て

い

る

。

同

資

料

で

は

、

「

政

治

資

金

監

査

に

お

い

て

生

じ

や

す

い

誤

り

の

事

例

」

な

ど

を

紹

介

し

て

い

る

。

　

な

お

、

７

年

２

月

�

日

現

在

の

登

録

政

治

資

金

監

査

人

登

録

者

数

は

５

１

８

７

人

。

　

こ

の

う

ち

弁

護

士

は

３

４

１

人

、

公

認

会

計

士

は

９

９

９

人

、

税

理

士

は

３

８

４

７

人

で

、

税

理

士

が

全

体

の

約

�

％

を

占

め

て

い

る

。

　

内

閣

府

の

外

局

で

あ

る

カ

ジ

ノ

管

理

委

員

会

事

務

局

は

、

高

度

な

専

門

的

知

識

や

経

験

等

を

持

つ

民

間

専

門

家

を

特

定

任

期

付

職

員

と

し

て

登

用

す

る

こ

と

と

し

、

今

年

３

月

か

ら

税

理

士

の

有

資

格

者

及

び

実

務

経

験

者

を

募

集

し

て

い

る

。

　

採

用

後

は

、

課

長

補

佐

級

職

員

と

し

て

、

カ

ジ

ノ

事

業

に

係

る

免

許

等

審

査

の

「

社

会

的

信

用

の

調

査

」

を

、

財

務

面

の

観

点

か

ら

担

当

。

税

理

士

と

し

て

の

知

識

や

経

験

を

活

か

し

て

、

審

査

対

象

者

の

事

業

及

び

財

産

の

状

況

を

多

角

的

に

分

析

・

調

査

す

る

こ

と

が

期

待

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

「

社

会

的

信

用

の

調

査

」

と

は

、

日

本

の

健

全

な

カ

ジ

ノ

事

業

を

実

現

す

る

こ

と

を

目

的

と

し

、

カ

ジ

ノ

免

許

等

の

申

請

法

人

及

び

そ

の

役

員

等

の

各

審

査

対

象

者

が

、

十

分

な

社

会

的

信

用

を

有

す

る

者

で

あ

る

か

ど

う

か

を

判

断

す

る

た

め

に

行

う

も

の

。

　

各

審

査

対

象

者

か

ら

提

出

さ

れ

た

質

問

票

等

の

資

料

を

も

と

に

、

公

務

所

等

へ

の

照

会

や

海

外

規

制

当

局

と

の

情

報

交

換

も

行

い

な

が

ら

、

人

的

（

法

的

）

側

面

、

財

務

面

の

双

方

か

ら

徹

底

的

に

行

う

調

査

を

い

う

。

　

　

募

集

の

詳

細

に

つ

い

て

は

、

カ

ジ

ノ

管

理

委

員

会

事

務

局

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

（

ｈ

ｔ

ｔ

ｐ

ｓ

：

／

／

ｗ

ｗ

ｗ

．

ｊ

ｃ

ｒ

ｃ

．

ｇ

ｏ

．

ｊ

ｐ

／

ａ

ｂ

ｏ

ｕ

ｔ

／

ｒ

ｅ

ｃ

ｒ

ｕ

ｉ

ｔ

／

ｒ

ｅ

ｃ

ｒ

ｕ

ｉ

ｔ

＿

４

．

ｈ

ｔ

ｍ

ｌ

）

に

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

募

集

の

概

要

は

次

の

通

り

。

【

応

募

期

間

】

　

採

用

者

が

決

定

次

第

、

公

募

を

終

了

【

採

用

人

数

】

　

若

干

名

　

【

採

用

日

】

　

個

別

に

相

談

可

　

【

任

用

期

間

】

　

採

用

日

か

ら

２

年

間

　

【

勤

務

地

】

　

カ

ジ

ノ

管

理

委

員

会

事

務

局

（

東

京

都

港

区

虎

ノ

門

４

―

３

―

１

城

山

ト

ラ

ス

ト

タ

ワ

ー

�

階

）

【

選

考

方

法

】

　

書

類

選

考

及

び

面

接

試

験【

問

合

せ

先

】

　

カ

ジ

ノ

委

員

会

事

務

局

総

務

企

画

部

総

務

課

（

担

当

・

田

中

、

鈴

口

、

谷

内

）

�

�

―

６

４

５

３

―

０

２

１

８

　

　

　

改

正

後

の

固

定

資

産

税

の

特

例

措

置

は

、

①

先

端

設

備

等

導

入

計

画

中

に

１

・

５

％

以

上

の

賃

上

げ

表

明

に

関

す

る

記

載

が

あ

る

場

合

は

３

年

間

、

課

税

標

準

を

２

分

の

１

に

軽

減

、

②

先

端

設

備

等

導

入

計

画

中

に

３

％

以

上

の

賃

上

げ

表

明

に

関

す

る

記

載

が

あ

る

場

合

は

５

年

間

、

課

税

標

準

を

４

分

の

１

に

軽

減

す

る

も

の

。

　

税

制

措

置

を

受

け

る

に

は

、

先

端

設

備

等

導

入

計

画

の

新

規

申

請

時

に

賃

上

げ

方

針

を

位

置

付

け

る

必

要

が

あ

る

。

変

更

申

請

時

に

賃

上

げ

方

針

を

位

置

付

け

た

い

場

合

、

新

規

申

請

に

お

い

て

賃

上

げ

方

針

が

位

置

付

け

ら

れ

て

い

る

も

の

に

限

り

、

賃

上

げ

方

針

の

変

更

が

可

能

と

な

り

、

当

該

賃

上

げ

方

針

の

内

容

に

応

じ

た

特

例

率

が

適

用

さ

れ

る

。

た

だ

し

、

変

更

前

の

先

端

設

備

等

導

入

計

画

に

基

づ

き

取

得

し

た

設

備

の

軽

減

率

は

、

取

得

後

に

３

％

以

上

の

賃

上

げ

方

針

を

位

置

付

け

た

変

更

申

請

を

行

っ

て

も

引

き

続

き

変

更

前

の

特

例

率

が

適

用

さ

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

例

え

ば

、

先

端

設

備

等

導

入

計

画

の

新

規

申

請

時

に

１

・

５

％

以

上

の

賃

上

げ

方

針

を

位

置

付

け

、

そ

の

後

、

賃

上

げ

方

針

を

３

％

以

上

に

変

更

す

る

場

合

、

変

更

前

の

先

端

設

備

等

導

入

計

画

に

基

づ

き

設

備

を

取

得

し

て

い

な

け

れ

ば

、

賃

上

げ

率

が

３

％

以

上

に

お

け

る

特

例

率

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

に

な

る

。

　

な

お

、

市

区

町

村

へ

の

先

端

設

備

等

導

入

計

画

の

申

請

で

は

、

認

定

申

請

書

内

に

雇

用

者

給

与

等

支

給

額

を

１

・

５

％

以

上

ま

た

は

３

％

以

上

増

加

さ

せ

る

賃

上

げ

方

針

を

従

業

員

へ

表

明

し

た

旨

を

記

載

す

る

と

と

も

に

、

従

業

員

へ

賃

上

げ

方

針

を

表

明

し

た

こ

と

を

証

す

る

書

面

を

添

付

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

の

表

明

は

、

従

業

員

全

員

で

は

な

く

、

従

業

員

の

代

表

者

の

み

に

行

う

こ

と

も

可

能

と

な

っ

て

い

る

。

（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　
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書面 合計

１～９

４，４３４，５６３

（７，６６５，３１９）

１，５６３，０７９

（３，２４９，３６６）

５，９９７，６４２

（１０，９１４，６８５）

�～�

１０８，０９０

（１，４７１，６８８）

１１７，６０１

（１，７６７，６３３）

２２５，６９１

（３，２３９，３２１）

�～�

１９，３７３

（５６５，１３７）

２７，８９５

（９４０，７１４）

４７，２６８

（１，５０５，８５１）

�～�

１８，６４３

（９６４，５９２）

２１，２３２

（１，２２１，７８５）

３９，８７５

（２，１８６，３７７）

１００～　

８０，５３３

（４１８，３８４，４５１）

７，３８５

（１，１５３，０３８）

８７，９１８

（４１９，５３７，４８９）

合計

４，６６１，２０２

（４２９，０５１，１８７）

１，７３７，１９２

（８，３３２，５３６）

６，３９８，３９４

（４３７，３８３，７２３）

※単位は件数。かっこ内は枚数。

※令和４年中に提出したもののうち、過年分のものを除く。

※件数には、同一種類の調書を複数回提出した場合や複

数種類の調書を提出した場合は、それぞれ件数に含め

ている。

※合計欄は電子提出と書面の合計であり、提出方法が確

認できなかったものを除く。

　

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

法

定

調

書

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

義

務

基

準

が

引

き

下

げ

ら

れ

て

い

る

。

９

年

１

月

１

日

以

後

に

提

出

す

べ

き

法

定

調

書

か

ら

、

法

定

調

書

の

種

類

ご

と

に

、

前

々

年

（

基

準

年

）

に

提

出

す

べ

き

で

あ

っ

た

当

該

法

定

調

書

の

枚

数

が

�

枚

以

上

（

改

正

前

：

１

０

０

枚

以

上

）

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

、

ク

ラ

ウ

ド

等

ま

た

は

光

デ

ィ

ス

ク

等

に

よ

る

提

出

が

必

要

と

な

る

。

し

た

が

っ

て

、

例

え

ば

、

７

年

に

提

出

す

べ

き

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

が

�

枚

以

上

で

あ

っ

た

場

合

、

９

年

に

提

出

す

る

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

は

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

が

必

要

と

な

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

主

な

国

税

の

納

期

限

（

法

定

納

期

限

）

及

び

振

替

日

を

公

表

し

た

。

　

令

和

７

年

分

所

得

税

等

確

定

申

告

の

納

期

限

（

法

定

納

期

限

）

は

８

年

３

月

�

日

、

振

替

日

は

８

年

４

月

中

旬

～

下

旬

で

、

延

納

は

納

期

限

、

振

替

日

と

も

に

６

月

１

日

と

な

っ

て

い

る

。

ま

た

、

個

人

事

業

者

の

７

年

分

消

費

税

及

び

地

方

消

費

税

確

定

申

告

の

納

期

限

（

同

）

は

、

８

年

３

月

�

日

、

振

替

日

は

８

年

４

月

中

旬

～

下

旬

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

７

年

分

確

定

申

告

の

振

替

日

は

、

確

定

次

第

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

す

る

と

し

て

い

る

。

　

中

小

企

業

庁

は

�

日

、

中

小

企

業

が

飛

躍

的

成

長

を

遂

げ

る

た

め

に

自

ら

「

売

上

高

１

０

０

億

円

」

と

い

う

野

心

的

な

目

標

を

目

指

し

、

実

現

に

向

け

た

取

組

み

を

行

っ

て

い

く

こ

と

を

宣

言

す

る

「

１

０

０

億

宣

言

」

の

特

設

サ

イ

ト

「

１

０

０

億

企

業

成

長

ポ

ー

タ

ル

」

を

開

設

し

た

。

　

ポ

ー

タ

ル

に

は

、

１

０

０

億

宣

言

の

説

明

や

１

０

０

億

宣

言

の

公

表

要

領

、

申

請

要

領

、

ひ

な

形

、

記

載

例

な

ど

の

ほ

か

、

１

０

０

億

宣

言

を

し

た

一

定

の

企

業

が

応

募

す

る

こ

と

の

で

き

る

中

小

企

業

成

長

加

速

化

補

助

金

の

公

募

要

領

、

申

請

様

式

な

ど

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

１

０

０

億

宣

言

の

申

請

受

付

は

５

月

８

日

開

始

の

予

定

。

　

今

回

の

改

正

に

よ

り

、

提

出

義

務

基

準

が

１

０

０

枚

以

上

か

ら

�

枚

以

上

と

な

る

た

め

、

従

業

員

数

の

少

な

い

中

小

企

業

等

が

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

に

お

い

て

対

象

と

な

る

可

能

性

が

あ

り

、

こ

れ

ま

で

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

を

行

っ

た

こ

と

の

な

い

中

小

企

業

等

で

対

応

が

必

要

と

な

る

ケ

ー

ス

も

予

想

さ

れ

る

。

ま

た

、

法

定

調

書

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

義

務

の

判

定

は

、

法

定

調

書

の

提

出

義

務

者

ご

と

、

法

定

調

書

の

種

類

ご

と

に

行

わ

れ

る

。

そ

の

た

め

、

対

象

と

な

る

法

定

調

書

の

有

無

の

確

認

、

対

象

と

な

る

場

合

は

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

の

準

備

を

行

い

た

い

。

　

ま

た

、

所

得

税

に

お

い

て

給

与

所

得

ま

た

は

公

的

年

金

等

の

源

泉

徴

収

票

に

つ

い

て

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

者

は

、

市

区

町

村

に

提

出

す

る

給

与

支

払

報

告

書

等

に

つ

い

て

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

ま

た

は

光

デ

ィ

ス

ク

等

に

よ

る

提

出

が

義

務

付

け

ら

れ

る

。

　

法

定

調

書

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

義

務

基

準

の

引

下

げ

に

伴

い

、

給

与

支

払

報

告

書

等

の

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

等

に

よ

る

提

出

義

務

基

準

も

同

様

に

引

き

下

げ

ら

れ

て

い

る

。

所

得

税

と

同

様

に

基

準

年

は

前

々

年

で

、

提

出

義

務

基

準

は

�

枚

以

上

と

な

る

た

め

、

例

え

ば

、

７

年

１

月

に

税

務

署

へ

提

出

す

べ

き

給

与

所

得

の

源

泉

徴

収

票

の

枚

数

が

�

枚

の

場

合

、

９

年

１

月

の

給

与

支

払

報

告

書

は

、

ｅ

Ｌ

Ｔ

Ａ

Ｘ

等

に

よ

り

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

　

法

定

調

書

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

に

お

い

て

、

新

た

な

提

出

義

務

基

準

の

対

象

と

な

る

の

は

、

５

万

件

程

度

が

見

込

ま

れ

る

。

財

務

省

が

５

年

�

月

�

日

に

開

催

し

た

納

税

環

境

整

備

に

関

す

る

研

究

会

に

お

い

て

、

４

年

に

提

出

さ

れ

た

法

定

調

書

の

提

出

方

法

別

の

提

出

状

況

が

示

さ

れ

て

い

る

（

表

参

照

）

。

　

そ

れ

に

よ

る

と

、

法

定

調

書

の

提

出

件

数

（

６

３

９

万

８

３

９

４

件

）

の

う

ち

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

が

占

め

る

割

合

は

�

・

８

％

、

書

面

に

よ

る

提

出

は

�

・

２

％

と

な

る

。

新

た

に

対

象

と

な

る

�

枚

以

上

１

０

０

枚

未

満

で

の

提

出

割

合

を

み

る

と

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

等

に

よ

る

提

出

が

�

・

６

％

、

書

面

に

よ

る

提

出

が

�

・

４

％

と

な

り

、

書

面

に

よ

る

提

出

の

割

合

が

増

加

す

る

。

な

お

、

�

枚

以

上

１

０

０

枚

未

満

に

お

け

る

書

面

で

の

提

出

件

数

は

４

万

９

１

２

７

件

と

な

っ

て

い

る

。

　

「

法

人

税

法

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

」

（

財

務

省

令

第

�

号

）

が

�

日

、

官

報

号

外

第

�

号

で

公

布

さ

れ

た

。

こ

の

中

で

、

７

年

度

税

制

改

正

な

ど

に

対

応

し

て

法

人

税

申

告

書

（

別

表

）

の

様

式

が

改

正

さ

れ

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

中

小

法

人

等

の

軽

減

税

率

の

特

例

の

見

直

し

（

所

得

�

億

円

超

の

中

小

企

業

者

等

の

税

率

に

つ

い

て

、

８

０

０

万

円

以

下

の

金

額

に

適

用

さ

れ

る

税

率

を

�

％

に

引

上

げ

）

や

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

見

直

し

（

経

営

規

模

拡

大

設

備

（

Ｂ

類

型

の

拡

充

）

の

対

象

に

建

物

を

追

加

）

に

対

応

し

た

様

式

改

正

が

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

６

年

度

改

正

で

創

設

さ

れ

４

月

１

日

か

ら

施

行

さ

れ

て

い

る

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

ボ

ッ

ク

ス

税

制

の

様

式

と

し

て

、

「

別

表

十

（

五

）

特

許

権

等

の

譲

渡

等

に

よ

る

所

得

の

特

別

控

除

に

関

す

る

明

細

書

」

「

別

表

十

（

五

）

付

表

一

個

別

控

除

対

象

繰

越

損

失

額

及

び

控

除

対

象

繰

越

損

失

額

の

計

算

に

関

す

る

明

細

書

」

「

別

表

十

（

五

）

付

表

二

通

算

法

人

の

所

得

基

準

額

の

計

算

に

関

す

る

明

細

書

」

「

別

表

十

（

五

）

付

表

三

関

連

者

に

関

す

る

明

細

書

」

が

新

設

さ

れ

た

。

　

こ

れ

ら

の

改

正

ま

た

は

新

設

さ

れ

た

様

式

は

、

原

則

、

７

年

４

月

１

日

以

後

に

終

了

す

る

事

業

年

度

か

ら

適

用

さ

れ

る

。

　

　

こ

の

ほ

か

、

官

報

同

号

で

は

「

防

衛

特

別

法

人

税

に

関

す

る

省

令

等

の

一

部

を

改

正

す

る

省

令

」

（

財

務

省

令

第

�

号

）

な

ど

も

公

布

。

７

年

度

改

正

で

創

設

さ

れ

た

防

衛

特

別

法

人

税

の

申

告

書

様

式

と

し

て

、

「

別

表

一

各

課

税

事

業

年

度

の

防

衛

特

別

法

人

税

に

係

る

申

告

書

」

な

ど

７

つ

の

様

式

が

新

設

さ

れ

て

い

る

。

　

防

衛

特

別

法

人

税

は

、

８

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

事

業

年

度

か

ら

適

用

さ

れ

る

こ

と

か

ら

、

同

省

令

の

施

行

も

、

８

年

４

月

１

日

か

ら

の

施

行

と

な

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

中

小

企

業

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

６

年

度

認

定

経

営

革

新

等

支

援

機

関

に

関

す

る

任

意

調

査

報

告

書

を

公

表

し

た

。

そ

れ

に

よ

る

と

、

同

機

関

に

よ

る

６

年

度

の

「

経

営

革

新

等

支

援

業

務

」

の

実

施

状

況

は

、

「

月

に

１

回

程

度

」

実

施

と

の

回

答

が

�

・

３

％

と

最

も

高

く

、

「

週

に

１

回

以

上

」

が

�

・

５

％

、

「

半

年

に

１

回

程

度

」

が

�

・

７

％

、

「

年

に

１

回

程

度

」

が

�

・

５

％

だ

っ

た

。

「

月

に

１

回

程

度

」

以

上

の

頻

度

は

過

去

５

回

の

調

査

で

２

番

目

に

低

か

っ

た

。

ま

た

、

「

ほ

と

ん

ど

実

施

し

て

い

な

い

」

「

実

施

し

て

い

な

い

」

は

あ

わ

せ

て

�

・

１

％

だ

っ

た

が

、

こ

ち

ら

は

過

去

５

回

で

最

も

高

か

っ

た

。

　

中

小

企

業

庁

は

３

月

�

日

、

地

域

の

経

営

支

援

力

強

化

に

向

け

た

よ

ろ

ず

支

援

拠

点

の

あ

り

方

検

討

会

の

報

告

書

を

公

表

し

た

。

同

報

告

書

は

、

令

和

６

年

�

月

か

ら

７

年

３

月

ま

で

に

開

催

さ

れ

た

同

検

討

会

で

議

論

さ

れ

た

、

よ

ろ

ず

支

援

拠

点

に

求

め

ら

れ

る

役

割

、

支

援

（

対

象

・

内

容

）

や

運

営

の

あ

り

方

、

他

の

支

援

機

関

と

の

役

割

分

担

・

連

携

の

あ

り

方

等

を

ま

と

め

た

も

の

。

今

後

の

よ

ろ

ず

支

援

拠

点

の

役

割

や

支

援

の

ほ

か

、

そ

の

役

割

に

応

じ

た

評

価

指

標

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

支

援

内

容

に

つ

い

て

の

今

後

の

方

向

性

で

は

、

中

小

企

業

・

小

規

模

事

業

者

の

収

益

を

増

や

す

と

と

も

に

、

利

益

の

増

加

や

生

産

性

の

向

上

、

経

営

者

の

自

走

化

に

向

け

た

支

援

を

行

う

こ

と

が

重

要

で

あ

る

と

し

た

。

　

一

方

で

、

よ

ろ

ず

支

援

拠

点

に

は

、

ま

ず

は

足

元

の

課

題

解

決

を

求

め

る

事

業

者

が

多

く

来

訪

し

、

経

営

者

の

自

走

化

支

援

は

、

信

頼

関

係

構

築

後

に

実

施

さ

れ

る

こ

と

が

多

い

た

め

、

ま

ず

は

、

事

業

者

の

求

め

る

課

題

に

対

応

し

つ

つ

、

企

業

全

体

の

稼

ぐ

力

を

伸

ば

そ

う

と

す

る

意

欲

の

あ

る

事

業

者

に

は

、

採

算

の

可

視

化

を

行

い

つ

つ

課

題

設

定

・

課

題

解

決

支

援

を

継

続

的

に

行

っ

て

い

く

こ

と

で

、

収

益

力

の

強

化

、

経

営

者

の

自

走

化

を

促

す

と

し

た

。

　

調

査

は

昨

年

８

月

か

ら

�

月

に

か

け

て

、

昨

年

３

月

末

ま

で

に

認

定

を

受

け

て

い

た

３

万

９

４

８

２

機

関

の

う

ち

、

事

務

局

が

電

子

メ

ー

ル

の

ア

ド

レ

ス

を

把

握

し

て

い

る

３

万

２

３

１

４

機

関

を

対

象

に

、

メ

ー

ル

で

回

答

を

依

頼

し

た

上

で

調

査

回

答

用

の

ウ

ェ

ブ

サ

イ

ト

で

回

答

を

受

け

付

け

る

方

式

で

行

わ

れ

、

７

７

１

７

機

関

か

ら

回

答

が

あ

っ

た

（

回

収

率

�

・

９

％

）

。

　

回

答

の

あ

っ

た

認

定

支

援

機

関

の

属

性

は

、

税

理

士

が

�

・

５

％

で

最

も

高

く

、

次

い

で

中

小

企

業

診

断

士

の

�

・

４

％

、

税

理

士

法

人

の

�

％

、

民

間

コ

ン

サ

ル

テ

ィ

ン

グ

会

社

の

６

・

９

％

、

公

認

会

計

士

の

６

％

、

商

工

会

議

所

の

３

・

６

％

、

信

用

金

庫

の

２

・

７

％

と

続

い

た

。

　

認

定

支

援

機

関

で

あ

る

こ

と

の

メ

リ

ッ

ト

を

た

ず

ね

る

質

問

（

複

数

回

答

可

）

で

は

、

全

体

の

約

５

割

が

「

施

策

の

活

用

が

で

き

る

」

こ

と

を

挙

げ

、

次

い

で

「

顧

客

か

ら

の

イ

メ

ー

ジ

が

向

上

し

た

」

が

�

％

と

な

っ

て

い

る

。

一

方

、

メ

リ

ッ

ト

を

感

じ

て

い

な

い

「

特

に

な

し

」

と

し

た

者

も

２

割

強

い

た

。

　

ま

た

、

認

定

支

援

機

関

の

認

定

基

準

に

関

す

る

質

問

で

は

、

「

現

在

の

認

定

基

準

は

適

切

」

が

�

・

５

％

、

「

現

在

の

認

定

基

準

は

易

し

い

」

が

�

・

１

％

％

、

「

現

在

の

認

定

基

準

は

厳

し

い

」

が

５

・

５

％

で

、

大

半

が

現

状

の

認

定

基

準

を

適

切

と

し

、

現

状

の

ま

ま

を

望

む

回

答

だ

っ

た

。

　

中

小

企

業

庁

は

９

日

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

「

２

０

２

５

年

度

版

中

小

企

業

施

策

利

用

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

」

を

公

表

し

た

。

　

同

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

で

は

、

経

営

改

善

・

資

金

繰

り

支

援

対

策

、

震

災

対

策

な

ど

、

中

小

企

業

施

策

を

利

用

す

る

際

の

手

引

書

と

し

て

、

各

支

援

制

度

の

概

要

が

紹

介

さ

れ

て

い

る

。

　

中

小

企

業

施

策

を

分

野

別

に

探

す

こ

と

が

で

き

、

①

経

営

サ

ポ

ー

ト

（

技

術

力

の

強

化

、

創

業

・

ベ

ン

チ

ャ

ー

支

援

、

経

営

革

新

支

援

、

新

た

な

事

業

活

動

支

援

、

知

的

財

産

支

援

、

再

生

支

援

、

雇

用

人

材

支

援

、

海

外

展

開

支

援

、

取

引

・

官

公

需

支

援

、

経

営

安

定

支

援

、

小

規

模

企

業

支

援

）

、

②

金

融

サ

ポ

ー

ト

（

融

資

制

度

、

保

証

制

度

な

ど

）

、

③

財

務

サ

ポ

ー

ト

（

会

計

、

事

業

承

継

）

、

④

商

業

・

地

域

サ

ポ

ー

ト

（

商

業

・

流

通

支

援

な

ど

）

、

⑤

分

野

別

サ

ポ

ー

ト

（

建

設

業

、

農

林

水

産

業

、

食

品

、

生

活

衛

生

業

な

ど

）

、

⑥

相

談

・

情

報

提

供

（

相

談

窓

口

な

ど

）

に

つ

い

て

の

施

策

内

容

の

詳

細

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

ま

た

、

「

技

術

開

発

に

取

り

組

み

た

い

」

「

下

請

取

引

の

相

談

や

あ

っ

せ

ん

、

官

公

庁

か

ら

受

注

し

た

い

」

「

事

業

承

継

を

円

滑

に

行

い

た

い

」

「

賃

上

げ

に

取

り

組

み

た

い

」

な

ど

、

利

用

者

の

具

体

的

な

ニ

ー

ズ

に

適

し

た

融

資

、

補

助

金

、

相

談

、

セ

ミ

ナ

ー

等

を

イ

ン

デ

ッ

ク

ス

か

ら

探

し

て

調

べ

る

こ

と

も

可

能

だ

。

　

な

お

、

税

制

措

置

に

つ

い

て

は

、

「

税

制

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

」

に

一

本

化

し

た

た

め

同

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

に

掲

載

は

な

く

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

や

「

税

制

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

」

を

参

照

す

る

よ

う

呼

び

掛

け

て

い

る

。

　

４

月

�

日

か

ら

個

人

が

ス

マ

ー

ト

変

更

登

記

を

利

用

す

る

た

め

の

「

検

索

用

情

報

の

申

出

」

が

ス

タ

ー

と

す

る

。

令

和

８

年

４

月

１

日

か

ら

始

ま

る

住

所

等

変

更

登

記

の

義

務

化

に

先

立

ち

、

実

施

さ

れ

る

サ

ー

ビ

ス

で

、

一

度

手

続

を

行

え

ば

、

そ

の

後

は

法

務

局

が

住

所

等

変

更

登

記

を

行

い

、

住

所

等

の

変

更

が

あ

る

た

び

に

自

身

で

登

記

申

請

を

し

な

く

て

も

、

義

務

違

反

に

問

わ

れ

る

こ

と

が

な

く

な

る

も

の

（

１

月

�

日

号

４

面

、

３

月

�

日

号

４

面

参

照

）

。

　

法

務

省

は

、

住

所

等

変

更

登

記

の

義

務

化

特

設

ペ

ー

ジ

を

開

設

し

、

義

務

化

の

内

容

や

Ｑ

＆

Ａ

、

ス

マ

ー

ト

変

更

登

記

の

利

用

方

法

、

運

用

上

の

取

扱

い

を

示

し

た

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

等

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

登

記

官

に

よ

る

住

所

等

変

更

登

記

の

義

務

に

違

反

し

た

者

の

把

握

方

法

に

つ

い

て

は

、

そ

の

把

握

の

端

緒

と

し

て

、

次

の

よ

う

な

場

合

が

想

定

さ

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

①

所

有

権

の

登

記

名

義

人

が

表

示

に

関

す

る

登

記

の

申

請

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

申

請

情

報

の

内

容

で

あ

る

所

有

権

の

登

記

名

義

人

の

住

所

等

が

登

記

記

録

と

合

致

し

て

い

な

か

っ

た

と

き

。

　

②

住

基

ネ

ッ

ト

に

対

す

る

照

会

に

よ

り

住

所

等

に

変

更

が

あ

っ

た

と

認

め

ら

れ

た

所

有

権

の

登

記

名

義

人

が

、

職

権

に

よ

る

住

所

等

変

更

登

記

を

す

る

こ

と

に

つ

い

て

の

意

思

確

認

の

た

め

の

通

知

を

受

領

し

た

が

、

当

該

登

記

を

拒

否

し

、

ま

た

は

期

限

ま

で

に

回

答

を

し

な

か

っ

た

と

き

。

　

経

済

産

業

省

は

�

日

、

工

場

の

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

を

確

保

す

る

た

め

の

具

体

的

な

手

順

や

事

例

を

紹

介

す

る

中

小

規

模

の

製

造

事

業

者

向

け

の

解

説

書

を

策

定

し

た

。

　

同

省

で

は

、

こ

れ

ま

で

も

工

場

が

あ

る

中

小

規

模

の

製

造

事

業

者

の

経

営

層

や

工

場

の

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

担

当

者

を

対

象

と

し

て

、

「

工

場

シ

ス

テ

ム

に

お

け

る

サ

イ

バ

ー

・

フ

ィ

ジ

カ

ル

・

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

対

策

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

」

な

ど

を

策

定

し

て

き

た

が

、

今

回

、

同

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

の

内

容

を

よ

り

分

か

り

や

す

く

し

た

解

説

書

と

し

て

、

「

工

場

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

の

重

要

性

と

始

め

方

」

を

策

定

。

初

心

者

で

も

工

場

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

の

重

要

性

や

取

組

の

始

め

方

を

理

解

で

き

る

よ

う

に

具

体

的

な

事

例

や

手

順

を

紹

介

し

て

い

る

。

　

ま

ず

、

第

１

章

で

解

説

書

の

活

用

方

法

を

説

明

し

、

第

２

章

で

は

、

工

場

を

有

す

る

中

小

規

模

の

製

造

事

業

者

の

経

営

層

を

想

定

読

者

と

し

、

工

場

が

サ

イ

バ

ー

攻

撃

を

受

け

た

と

き

の

影

響

や

サ

イ

バ

ー

攻

撃

に

よ

る

工

場

の

被

害

事

例

を

紹

介

し

、

コ

ス

ト

を

か

け

ず

と

も

実

施

で

き

る

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

対

策

に

つ

い

て

解

説

。

　

第

３

章

で

は

、

生

産

関

係

部

門

で

工

場

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

の

担

当

者

に

選

任

さ

れ

た

人

や

Ｉ

Ｔ

関

係

部

門

の

工

場

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

の

担

当

者

を

読

者

に

想

定

し

、

工

場

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

を

検

討

す

る

際

の

重

要

な

考

え

方

と

、

具

体

的

な

手

順

に

沿

っ

た

対

策

の

実

施

例

に

つ

い

て

解

説

し

て

い

る

。

　

同

省

は

、

「

本

書

を

契

機

と

し

て

、

中

小

規

模

の

製

造

事

業

者

に

お

け

る

工

場

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

の

意

識

が

啓

発

さ

れ

、

製

造

業

に

お

け

る

サ

プ

ラ

イ

チ

ェ

ー

ン

全

体

の

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

が

向

上

す

る

こ

と

を

期

待

し

て

い

ま

す

」

と

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



長期所有資産 買換資産 割合

原則 �％

集中地域外

集中地域

（東京�区除く）

�％

集中地域外 東京�区 �％

東京�区

（本店等）

集中地域外

（本店等）

�％

集中地域外

（本店等）

東京�区

（本店等）

�％

　不動産の有効利用のため、買換えを行

う場合があると思われます。その際、所

有していた不動産に売却益が生じた場合

には、その売却益に対して課税が行われ

ます。しかしながら、不動産の有効利用

促進等の政策目的から、一定の要件を満

たす場合には、その売却益への課税を繰

り延べる特例措置が設けられています。

　今回は、その特例措置のうち、譲渡し

た年の１月１日時点で所有期間が�年を

超える国内にある土地等、建物又は構築

物（以下、長期所有資産といいます）か

ら国内にある３００㎡以上の事務所等の敷

地の用に供される土地等、建物又は構築

物（以下、買換資産といいます）への買

換えについて解説していきます。

１　制度の概要

　法人が、令和８年３月�日までに、長

期所有資産（棚卸資産を除きます）を譲

渡し、その譲渡日を含む事業年度におい

て、買換資産を取得し、かつ、取得日か

ら１年以内に法人の事業の用に供した

（又は供する見込みである）ときには、

その買換資産につき、譲渡益のうち下記

の表にある各資産の地域に応じた一定割

合（以下、圧縮割合といいます）相当額

を圧縮記帳することで、課税を繰り延べ

ることができます。

　なお、圧縮記帳には、買換資産の帳簿

価額を損金経理により減額する方法又は

確定した決算において積立金として積み

立てる方法がありますが、いずれも買換

年度の負担を考慮した課税の繰延措置と

なり、課税の免除ではないので留意が必

要です。また、長期所有資産には、棚卸

資産は含まれませんので、例えば不動産

売買業を営む法人が販売目的で所有して

いるものは本特例の適用外となります

が、その法人が使用若しくは他に貸し付

けているものなどは棚卸資産には該当せ

ず本特例の適用が可能となります。

２　令和５年度税制改正の影響

　令和５年度税制改正では、本特例の見

直しが行われました。まず、本店又は主

たる事務所の移転を伴う際の圧縮割合

が、東京�区から集中地域外への場合は

�％（改正前�％）、集中地域外から東

京�区への場合は�％（改正前�％）へ

見直されました。次に、適用のための届

出要件が追加されました。具体的には、

令和６年４月１日以後に買換えを行った

場合、譲渡日又は取得日のいずれか早い

日の属する四半期の末日の翌日以後２月

以内に、納税地の所轄税務署長に適用を

受ける旨の届出が必要となり、事業年度

の途中で、先に届出期限を迎える場合も

想定されますので留意が必要です。

　

相

続

税

法

�

条

は

、

「

相

続

、

遺

贈

又

は

贈

与

に

よ

り

取

得

し

た

財

産

の

価

額

は

、

当

該

財

産

の

取

得

の

時

に

お

け

る

時

価

に

よ

」

る

と

定

め

て

い

る

。

こ

の

「

時

価

」

は

、

所

得

税

法

及

び

法

人

税

法

上

の

「

そ

の

時

の

価

額

」

（

所

法

�

、

法

法

�

等

）

と

と

も

に

、

「

不

特

定

多

数

の

当

事

者

間

で

自

由

な

取

引

が

行

わ

れ

る

場

合

に

通

常

成

立

す

る

と

認

め

ら

れ

る

価

額

」

す

な

わ

ち

客

観

的

交

換

価

値

で

あ

る

と

一

般

的

に

解

さ

れ

て

い

る

。

　

と

こ

ろ

が

、

所

得

税

及

び

法

人

税

に

つ

い

て

は

、

「

そ

の

時

の

価

額

」

の

取

扱

い

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ

の

基

本

通

達

に

お

い

て

数

箇

条

定

め

て

い

る

に

す

ぎ

な

い

の

に

、

相

続

税

に

つ

い

て

は

、

相

続

税

法

基

本

通

達

と

は

別

に

財

産

評

価

基

本

通

達

を

定

め

、

二

百

数

十

箇

条

に

及

ぶ

「

時

価

」

の

評

価

方

法

（

評

価

額

）

を

定

め

て

い

る

。

そ

の

た

め

、

こ

の

よ

う

な

評

価

方

法

に

つ

い

て

は

、

租

税

法

律

主

義

違

反

で

あ

る

旨

の

声

も

聞

か

れ

る

。

そ

し

て

、

そ

の

よ

う

な

評

価

方

法

に

基

づ

く

課

税

処

分

の

是

非

を

め

ぐ

っ

て

多

く

の

争

訟

事

件

を

も

惹

起

し

て

い

る

。

　

そ

の

た

め

、

租

税

法

学

者

か

ら

は

、

「

「

時

価

」

の

評

価

方

法

を

通

達

で

定

め

る

の

で

は

な

く

、

法

律

で

定

め

る

べ

き

で

あ

る

」

と

の

声

も

聞

か

れ

る

。

こ

の

よ

う

な

声

に

つ

い

て

は

、

評

価

実

務

を

ど

こ

ま

で

ご

存

じ

で

あ

る

の

か

伺

い

た

い

と

こ

ろ

で

あ

る

が

、

本

来

、

課

税

実

務

の

理

論

書

で

あ

る

は

ず

の

「

税

務

大

学

校

論

叢

」

に

お

い

て

も

、

一

般

の

租

税

法

学

者

の

論

文

を

引

用

し

つ

つ

、

「

「

時

価

」

の

評

価

方

法

を

法

定

す

べ

き

で

あ

る

」

旨

の

論

文

を

目

に

し

て

、

苦

笑

さ

せ

ら

れ

て

い

る

。

　

筆

者

自

身

、

土

地

バ

ブ

ル

の

真

最

中

、

国

税

庁

で

資

産

評

価

企

画

官

を

務

め

、

「

時

価

」

と

は

何

か

、

通

達

で

「

時

価

」

を

定

め

て

批

判

さ

れ

る

な

ら

法

定

で

き

た

ら

ど

ん

な

に

楽

に

な

る

だ

ろ

う

か

、

と

毎

日

考

え

て

い

た

。

現

に

、

企

画

官

在

任

中

、

い

わ

ゆ

る

消

費

税

国

会

に

お

い

て

、

租

税

特

別

措

置

法

�

条

の

４

が

成

立

し

、

「

相

続

財

産

と

な

る

土

地

等

及

び

家

屋

等

（

居

住

用

を

除

く

）

の

課

税

価

格

は

、

取

得

後

３

年

間

は

当

該

取

得

価

額

と

す

る

」

こ

と

と

な

っ

た

。

こ

れ

は

、

ま

さ

に

、

「

時

価

」

を

法

定

化

し

た

こ

と

に

ほ

か

な

ら

な

い

。

　

と

こ

ろ

が

、

土

地

バ

ブ

ル

は

、

こ

の

法

律

が

で

き

て

２

年

も

経

た

な

い

う

ち

に

崩

壊

し

、

土

地

の

暴

落

が

始

ま

っ

た

。

そ

の

た

め

、

大

阪

地

裁

平

成

７

年

�

月

�

日

判

決

の

事

案

で

は

、

�

億

円

で

買

っ

た

土

地

が

相

続

開

始

時

に

９

億

円

に

下

落

し

た

が

、

相

続

税

額

が

�

億

円

（

�

億

円

を

基

に

算

定

）

に

な

る

の

は

当

該

措

置

法

の

規

定

が

憲

法

違

反

で

あ

る

旨

争

わ

れ

た

。

し

か

し

、

そ

の

判

決

は

、

最

高

裁

昭

和

�

年

３

月

�

日

大

法

廷

判

決

（

本

稿

第

�

回

参

照

）

を

盾

に

当

該

措

置

法

の

規

定

は

合

憲

で

あ

る

が

、

当

該

規

定

に

基

づ

い

て

�

億

円

の

相

続

税

額

を

課

し

た

課

税

処

分

は

違

法

で

あ

る

と

判

断

し

た

。

そ

の

た

め

、

当

該

措

置

法

の

規

定

は

、

平

成

８

年

３

月

に

廃

止

さ

れ

た

。

　

こ

の

よ

う

に

、

地

価

が

下

落

す

る

場

合

と

は

別

に

、

か

つ

て

、

西

ド

イ

ツ

で

は

、

や

は

り

、

「

時

価

」

を

法

律

で

定

め

て

い

た

と

こ

ろ

、

土

地

の

法

定

評

価

額

と

上

昇

す

る

取

引

価

額

と

の

間

に

大

幅

な

乖

離

が

生

じ

た

た

め

、

当

該

法

定

評

価

は

憲

法

に

違

反

す

る

旨

の

判

決

が

下

さ

れ

た

こ

と

も

承

知

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

地

方

税

法

で

は

、

固

定

資

産

税

に

つ

き

、

固

定

資

産

の

課

税

価

格

を

「

適

正

な

時

価

」

と

定

め

て

い

る

と

こ

ろ

、

同

法

が

定

め

た

固

定

資

産

評

価

基

準

に

よ

っ

て

課

税

価

格

を

定

め

て

固

定

資

産

課

税

台

帳

に

登

載

し

て

い

る

と

こ

ろ

、

旧

自

治

省

は

、

「

適

正

な

時

価

」

は

地

方

税

法

に

基

づ

く

固

定

資

産

評

価

基

準

に

よ

っ

て

定

め

ら

れ

て

い

る

か

ら

不

可

争

で

あ

る

旨

主

張

し

、

そ

れ

を

容

認

す

る

下

級

審

判

決

も

あ

っ

た

が

、

結

局

、

最

高

裁

判

所

に

よ

っ

て

先

の

主

張

も

否

認

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ

た

（

最

高

裁

平

成

�

年

６

月

�

日

判

決

等

参

照

）

。

　

こ

の

よ

う

に

、

財

産

の

「

時

価

」

を

法

定

す

る

こ

と

は

極

め

て

問

題

の

多

い

こ

と

で

あ

る

。

こ

れ

も

、

企

画

官

時

代

の

こ

と

で

あ

る

が

、

平

成

２

年

の

評

価

通

達

の

改

正

で

、

純

資

産

価

額

方

式

の

中

で

、

法

人

が

土

地

等

及

び

家

屋

等

を

取

得

し

た

場

合

に

、

３

年

間

は

「

通

常

取

引

さ

れ

る

価

額

」

で

評

価

す

る

旨

定

め

た

こ

と

に

対

し

、

あ

る

説

明

会

で

、

税

理

士

か

ら

、

「

措

置

法

�

条

の

４

の

よ

う

に

法

律

で

定

め

ろ

」

と

言

わ

れ

た

の

で

、

「

土

地

が

下

落

し

た

ら

大

変

な

こ

と

に

な

り

ま

す

よ

」

と

答

え

た

と

こ

ろ

、

「

土

地

が

値

下

が

り

す

る

は

ず

が

な

い

」

と

言

い

返

さ

れ

た

こ

と

が

あ

る

。

こ

れ

も

、

「

時

価

」

の

法

定

評

価

を

考

え

る

に

当

た

っ

て

の

苦

い

思

い

出

で

あ

る

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



　

昨

今

、

社

会

問

題

と

し

て

取

り

上

げ

ら

れ

る

こ

と

が

多

く

な

っ

た

「

老

老

相

続

」

。

　

少

子

高

齢

化

、

核

家

族

化

な

ど

家

族

形

態

の

変

化

に

よ

り

、

こ

れ

ま

で

は

、

「

同

居

す

る

子

」

を

中

心

に

親

の

老

後

を

サ

ポ

ー

ト

し

、

相

続

後

の

手

続

ま

で

を

進

め

て

い

た

た

め

、

問

題

と

な

る

こ

と

も

な

っ

た

こ

と

が

、

核

家

族

化

、

少

子

化

に

伴

い

円

滑

な

相

続

に

支

障

を

き

た

す

事

例

が

増

加

し

て

い

る

。

　

そ

こ

で

、

本

書

は

老

老

相

続

の

具

体

的

な

問

題

点

と

対

応

策

を

多

彩

な

事

例

で

紹

介

。

　

ま

た

、

老

老

相

続

に

直

面

し

た

際

に

慌

て

な

い

た

め

に

、

知

っ

て

お

き

た

い

手

続

等

を

豊

富

に

掲

載

。

　

老

老

介

護

（

認

認

介

護

）

の

現

状

、

高

齢

単

身

者

の

終

活

支

援

サ

ー

ビ

ス

、

遺

言

者

の

遺

言

能

力

が

不

明

瞭

で

あ

る

場

合

の

遺

言

書

の

取

扱

い

、

住

み

替

え

な

ど

に

よ

る

老

後

資

金

対

策

、

過

去

に

行

っ

た

相

続

対

策

の

見

直

し

、

不

動

産

管

理

会

社

の

活

用

、

被

相

続

人

が

支

払

っ

た

老

人

ホ

ー

ム

へ

の

入

居

一

時

金

は

相

続

財

産

と

し

て

課

税

さ

れ

る

か

、

相

続

人

に

意

思

能

力

の

な

い

方

が

い

る

場

合

、

配

偶

者

居

住

権

の

創

設

、

固

定

資

産

税

の

納

税

通

知

書

（

課

税

明

細

書

）

と

名

寄

帳

な

ど

の

具

体

的

項

目

を

収

録

。

　

Ａ

５

判

、

２

３

５

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

７

５

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

外

国

法

人

か

ら

支

払

わ

れ

る

国

外

給

与

が

外

貨

建

て

円

払

い

取

引

に

該

当

せ

ず

、

円

換

算

を

要

し

な

い

と

判

断

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

外

国

法

人

か

ら

雇

用

契

約

の

定

め

に

し

た

が

い

日

本

円

で

送

金

さ

れ

た

国

外

給

与

に

係

る

所

得

を

確

定

申

告

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

請

求

人

に

外

国

法

人

が

交

付

し

た

税

額

計

算

書

に

本

件

国

外

給

与

が

外

国

通

貨

で

記

載

さ

れ

て

お

り

、

日

本

円

で

入

金

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

い

わ

ゆ

る

外

貨

建

て

円

払

い

取

引

に

該

当

す

る

な

ど

と

し

、

給

与

所

得

の

金

額

等

の

計

算

の

誤

り

を

指

摘

し

て

更

正

処

分

等

を

行

っ

た

。

こ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

誤

り

は

な

い

な

ど

と

し

て

処

分

の

一

部

取

消

し

を

求

め

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

本

件

国

外

給

与

の

支

給

は

外

貨

建

て

円

払

い

取

引

に

該

当

し

な

い

と

判

断

し

、

処

分

を

一

部

取

り

消

し

た

（

令

和

６

年

７

月

３

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

は

台

湾

に

所

在

す

る

外

国

法

人

Ａ

社

と

の

間

で

雇

用

契

約

を

締

結

し

、

Ａ

社

の

顧

問

を

務

め

た

。

Ａ

社

は

請

求

人

に

支

給

す

る

給

与

（

本

件

国

外

給

与

）

を

請

求

人

名

義

の

普

通

預

金

口

座

に

振

り

込

ん

だ

。

　

Ａ

社

は

請

求

人

に

令

和

元

年

分

か

ら

３

年

分

（

本

件

各

年

分

）

の

台

湾

税

額

計

算

書

お

よ

び

所

得

明

細

を

交

付

し

た

。

台

湾

税

額

計

算

書

に

は

新

台

湾

ド

ル

で

総

支

給

額

お

よ

び

源

泉

徴

収

さ

れ

た

税

額

な

ど

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

所

得

明

細

に

は

日

本

円

で

総

支

給

額

、

台

湾

の

法

令

に

よ

り

課

さ

れ

る

所

得

税

、

台

湾

の

社

会

保

険

料

な

ら

び

に

総

支

給

額

か

ら

台

湾

所

得

税

お

よ

び

台

湾

の

社

会

保

険

料

等

を

差

し

引

い

た

実

際

の

送

金

額

で

あ

る

差

引

支

給

額

な

ど

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

請

求

人

は

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

に

つ

い

て

、

確

定

申

告

書

デ

ー

タ

を

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

送

信

し

、

法

定

申

告

期

限

内

に

提

出

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

調

査

担

当

職

員

の

調

査

に

基

づ

き

、

５

年

７

月

に

本

件

各

年

分

の

所

得

税

等

の

各

更

正

処

分

と

２

年

分

お

よ

び

３

年

分

の

過

少

申

告

加

算

税

の

各

賦

課

決

定

処

分

を

し

た

。

　

主

な

争

点

は

、

本

件

国

外

給

与

に

係

る

給

与

所

得

の

収

入

金

額

は

総

支

給

額

を

円

換

算

す

べ

き

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

本

件

国

外

給

与

の

支

給

は

、

雇

用

契

約

で

Ａ

社

が

日

本

円

で

支

払

う

こ

と

に

合

意

し

て

い

る

。

そ

し

て

、

所

得

明

細

に

お

い

て

も

国

外

給

与

が

日

本

円

で

算

定

さ

れ

、

支

給

日

に

自

身

の

口

座

に

日

本

円

で

送

金

さ

れ

て

い

る

。

　

し

た

が

っ

て

、

本

件

国

外

給

与

に

係

る

給

与

所

得

の

収

入

金

額

は

日

本

円

で

あ

る

所

得

明

細

の

総

支

給

額

と

な

る

か

ら

、

円

換

算

を

行

う

必

要

は

な

い

。

原

処

分

庁

の

主

張

　

本

件

国

外

給

与

の

支

給

は

、

台

湾

税

額

計

算

書

に

総

支

給

額

が

新

台

湾

ド

ル

で

記

載

さ

れ

て

お

り

、

台

湾

税

額

計

算

書

に

記

載

さ

れ

た

支

給

日

に

請

求

人

の

口

座

に

日

本

円

で

入

金

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

い

わ

ゆ

る

外

貨

建

て

円

払

い

取

引

に

該

当

す

る

。

　

そ

う

す

る

と

、

本

件

国

外

給

与

に

係

る

給

与

所

得

の

収

入

金

額

は

、

所

得

税

基

本

通

達

�

の

３

―

２

《

外

貨

建

取

引

の

円

換

算

》

注

書

き

の

５

の

定

め

に

基

づ

き

、

外

貨

建

取

引

に

準

じ

た

方

法

で

台

湾

税

額

計

算

書

の

総

支

給

額

を

円

換

算

し

た

金

額

と

な

る

。

審

判

所

の

判

断

　

認

定

事

実

　

本

件

の

雇

用

契

約

で

は

、

請

求

人

の

月

給

を

「

日

本

円

○

○

○

○

円

（

税

後

実

収

入

金

額

）

＋

食

事

代

○

○

○

○

新

台

湾

ド

ル

（

た

だ

し

、

本

来

社

員

個

人

が

負

担

す

べ

き

法

定

保

険

費

用

と

Ａ

社

で

の

食

事

費

用

は

食

事

代

金

か

ら

差

し

引

か

れ

る

）

」

と

す

る

旨

が

定

め

ら

れ

て

い

た

。

　

Ａ

社

は

、

前

記

の

雇

用

契

約

の

定

め

に

し

た

が

っ

て

請

求

人

に

本

件

国

外

給

与

を

支

払

う

た

め

、

総

支

給

額

、

台

湾

所

得

税

、

台

湾

の

社

会

保

険

料

お

よ

び

差

引

支

給

額

等

を

日

本

円

で

算

定

し

た

結

果

を

記

載

し

た

本

件

所

得

明

細

を

作

成

し

た

。

　

Ａ

社

は

日

本

円

の

外

国

送

金

に

当

た

り

、

被

仕

向

送

金

取

扱

手

数

料

と

円

為

替

取

扱

手

数

料

を

、

送

金

額

か

ら

差

し

引

い

た

金

額

を

振

り

込

ん

で

い

る

。

　

Ａ

社

は

本

件

国

外

給

与

か

ら

源

泉

徴

収

し

た

税

額

を

台

湾

の

国

税

局

に

納

付

す

る

た

め

に

、

所

得

明

細

に

日

本

円

で

記

載

さ

れ

た

総

支

給

額

を

、

本

件

国

外

給

与

の

支

給

日

の

為

替

レ

ー

ト

に

よ

り

新

台

湾

ド

ル

に

換

算

し

、

そ

の

金

額

を

も

と

に

源

泉

徴

収

し

た

税

額

を

算

出

し

て

台

湾

税

額

計

算

書

を

作

成

し

た

。

　

検

討

　

Ａ

社

は

雇

用

契

約

の

定

め

に

し

た

が

っ

て

請

求

人

に

本

件

国

外

給

与

を

支

払

う

た

め

、

総

支

給

額

、

台

湾

所

得

税

お

よ

び

差

引

支

給

額

な

ど

を

日

本

円

で

算

定

し

た

所

得

明

細

を

作

成

し

た

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

　

ま

た

、

請

求

人

口

座

に

入

金

さ

れ

た

各

月

の

金

額

が

手

数

料

を

差

し

引

い

た

金

額

と

一

致

し

て

い

る

こ

と

か

ら

、

Ａ

社

は

所

得

明

細

に

記

載

さ

れ

た

差

引

支

給

額

を

、

請

求

人

口

座

に

送

金

し

た

も

の

と

認

め

ら

れ

る

。

実

際

に

Ａ

社

は

本

件

国

外

給

与

の

支

払

に

当

た

り

、

所

得

明

細

に

記

載

さ

れ

た

差

引

支

給

額

を

請

求

人

の

口

座

宛

て

に

送

金

し

て

い

る

こ

と

が

認

め

ら

れ

る

。

　

以

上

の

こ

と

か

ら

、

本

件

国

外

給

与

は

日

本

円

で

算

定

さ

れ

、

日

本

円

で

支

払

わ

れ

た

と

認

め

ら

れ

る

。

　

原

処

分

庁

の

主

張

に

つ

い

て

　

台

湾

税

額

計

算

書

は

、

Ａ

社

が

本

件

国

外

給

与

か

ら

源

泉

徴

収

し

た

税

額

を

台

湾

の

国

税

当

局

に

納

付

す

る

た

め

に

作

成

し

た

も

の

で

あ

り

、

台

湾

税

額

計

算

書

に

記

載

さ

れ

た

総

支

給

額

は

、

所

得

明

細

に

記

載

さ

れ

た

総

支

給

額

を

、

本

件

国

外

給

与

の

支

給

日

の

為

替

レ

ー

ト

で

日

本

円

か

ら

新

台

湾

ド

ル

に

換

算

し

た

も

の

で

あ

る

こ

と

、

請

求

人

に

本

件

国

外

給

与

を

支

給

す

る

た

め

に

作

成

さ

れ

た

も

の

は

、

日

本

円

で

算

定

さ

れ

た

所

得

明

細

で

あ

る

こ

と

か

ら

す

れ

ば

、

本

件

国

外

給

与

は

円

建

て

と

い

う

べ

き

で

あ

っ

て

、

本

件

国

外

給

与

の

支

給

は

い

わ

ゆ

る

外

貨

建

て

円

払

い

取

引

に

該

当

し

な

い

。

　

し

た

が

っ

て

本

件

国

外

給

与

の

収

入

金

額

を

算

定

す

る

に

当

た

り

、

円

換

算

の

必

要

は

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　



　日本の「伝統的酒造り」が、ユネスコ無形文化遺産に

登録されたというニュースが話題になっています。ご存

じの方も多いと思いますが、今回登録されたのは日本の

酒そのものではなく、酒を造る技術。日本の気候風土の

なかで、長い歴史を通して受け継がれてきた知識や手仕

事が、独自の技術として認められたのです。登録をきっ

かけに日本酒や本格焼酎、泡盛など伝統的な酒が、世界

に広く認知されると期待されています。

　日本の「伝統的酒造り」とはなにか。具体的には微生

物「麹菌」を使う酒造技術のこと。麹菌はカビの一種で、

湿度の高い東アジアや東南アジアにしか生息していませ

ん。紹興酒や白酒造りでも麹菌は使われますが、「クモ

びんちー

ノスカビ」という種で、増殖させて「餅曲」にして生の

まま粉砕して使います。一方、日本の麹菌は「コウジカビ」

という日本にしか生息しない固有種で、日本醸造学会に

こっきん

よって「国菌」として登録されています。原料を蒸した

ところに菌を生やす、という方法で、酒類のほか、味噌

や醤油、味醂などの伝統的な調味料造りにも使われてき

ました。麹菌は、国の宝とも言うべき微生物なのです。

　さて、麹を使った酒造り工程の概略を説明すると、①

原料の米や麦を蒸す ②蒸した米や麦に、麹菌を繁殖さ

せて、「米麹」や「麦麹」を作る ③「米麹」や「麦麹」

と水、酵母を合わせて、もろみを発酵させる ④日本酒

などの醸造酒は、もろみを搾って完成。本格焼酎や泡盛

など蒸留酒はもろみを蒸留して完成です。

　③のもろみのなかでは、麹菌が原料（米や麦）を糖に変

える「糖化」過程と、酵母が糖をアルコールに変える「発

酵」過程が、同時並行で進行。この発酵工程は、「並行

複発酵」と呼ばれます。ちなみにワインは、原料となる

葡萄果汁に糖分が含まれているため、酵母を加えるだけ

で発酵が進む「単発酵」。ビールは麦芽に含まれる酵素

で麦のデンプンを糖分に変えてから、酵母で発酵させる

形式で「単行複発酵」。麹菌の糖化力を活用することで

実現した世界に比類のない複雑な並行複発酵は、５００年

以上前の室町時代に原型が成立されたとされます。この

技術で造られた酒は、祭礼行事でも使われ、日本文化に

欠かせない役割を果たしてきました。顕微鏡もなく、微

生物の存在を知られていなかった時代に、先進的な技術

を確立した先人たち。その知恵と技に敬意を払いながら、

我が国独自のお酒たちを味わう口福、堪能しましょう。

【

規

定

の

概

要

】

　

　

居

住

者

が

、

国

内

不

動

産

（

土

地

等

）

を

非

居

住

者

か

ら

購

入

し

た

場

合

、

そ

の

不

動

産

購

入

対

価

が

１

億

円

以

下

で

、

か

つ

そ

の

土

地

等

を

個

人

が

自

己

又

は

そ

の

親

族

の

居

住

の

用

す

る

た

め

に

譲

り

受

け

た

も

の

で

あ

る

場

合

を

除

い

て

、

対

価

の

支

払

い

の

際

に

対

価

の

�

・

�

％

を

控

除

し

て

譲

渡

者

に

支

払

い

、

源

泉

徴

収

し

た

�

・

�

％

は

、

税

務

署

に

納

付

す

る

制

度

で

す

。

　

ま

た

、

不

動

産

賃

借

料

を

非

居

住

者

に

支

払

う

際

に

、

�

・

�

％

の

源

泉

徴

収

を

支

払

者

が

行

う

制

度

も

あ

り

ま

す

。

　

こ

の

時

の

非

居

住

者

と

は

、

国

内

に

住

所

を

有

し

な

い

者

か

、

引

き

続

き

１

年

以

上

居

所

を

有

し

な

い

者

を

い

い

ま

す

。

し

た

が

っ

て

、

海

外

居

住

者

は

無

論

、

海

外

企

業

へ

の

出

向

や

海

外

勤

務

等

で

海

外

に

継

続

し

て

１

年

以

上

居

住

す

る

予

定

で

出

国

し

た

人

も

、

非

居

住

者

と

な

り

ま

す

。

さ

ら

に

、

非

居

住

者

か

居

住

者

か

の

判

定

は

、

年

ご

と

に

行

い

ま

す

。

【

対

処

に

悩

ん

だ

事

例

】

　

国

内

不

動

産

を

売

っ

た

場

合

に

、

ま

ず

、

購

入

者

が

国

内

居

住

者

か

ど

う

か

を

確

認

し

ま

す

が

、

「

私

は

日

本

居

住

者

で

す

」

と

の

返

答

で

、

次

は

、

「

住

所

は

〇

〇

で

す

」

と

の

答

え

で

、

購

入

者

は

居

住

者

と

認

識

し

て

、

�

・

�

％

の

源

泉

徴

収

を

し

な

か

っ

た

例

が

あ

り

ま

す

。

　

ま

た

、

賃

借

料

も

同

様

で

す

が

、

賃

借

料

は

毎

月

発

生

す

る

の

で

、

非

居

住

者

と

判

明

す

れ

ば

、

賃

貸

者

と

翌

月

支

払

分

で

調

整

す

る

こ

と

は

可

能

で

す

。

し

か

し

、

譲

渡

代

金

は

一

時

の

支

払

い

で

す

。

居

住

者

と

誤

認

し

て

一

度

振

込

む

と

取

り

戻

し

が

困

難

と

な

り

ま

す

。

　

外

国

人

で

非

居

住

者

か

ど

う

か

の

確

認

手

段

と

し

て

は

住

民

登

録

の

有

無

が

あ

り

ま

す

が

、

中

長

期

滞

在

者

は

住

民

登

録

し

ま

す

の

で

、

あ

っ

た

か

ら

と

い

っ

て

居

住

者

判

定

に

使

え

ま

せ

ん

。

税

務

署

か

ら

指

摘

さ

れ

て

納

税

し

ま

し

た

が

、

事

後

回

収

に

手

間

取

っ

た

例

が

あ

り

ま

す

。

も

し

、

源

泉

徴

収

税

額

相

当

額

が

回

収

で

き

ず

、

追

加

の

譲

渡

代

金

の

支

払

い

と

認

定

さ

れ

ま

す

と

、

さ

ら

に

追

加

税

額

を

納

税

す

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。

　

非

居

住

者

に

該

当

す

る

確

認

の

方

法

は

考

え

ら

れ

る

と

こ

ろ

、

①

代

金

の

送

金

先

が

外

国

か

ど

う

か

、

②

登

記

の

際

に

法

務

局

に

同

行

し

て

、

住

所

の

確

認

を

す

る

、

③

仲

介

者

に

非

居

住

者

該

当

の

有

無

の

責

任

を

委

ね

る

な

ど

が

あ

り

ま

す

が

、

い

ず

れ

も

十

分

と

は

い

え

ま

せ

ん

。

　

さ

ら

に

今

日

で

は

、

国

内

不

動

産

の

所

有

者

が

非

居

住

者

、

購

入

者

も

非

居

住

者

の

事

例

も

増

加

し

て

い

ま

す

。

こ

の

場

合

は

、

源

泉

徴

収

す

る

規

定

が

明

確

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

登

記

事

項

の

変

更

が

あ

っ

て

、

税

務

署

に

そ

の

情

報

が

回

付

さ

れ

て

、

初

め

て

確

認

で

き

る

情

報

だ

と

思

い

ま

す

。

　

【

あ

っ

た

ら

い

い

な

、

こ

ん

な

規

定

】

　

　

土

地

等

（

土

地

・

建

物

）

を

非

居

住

者

に

譲

渡

す

る

際

の

源

泉

徴

収

義

務

に

つ

い

て

は

、

譲

渡

人

の

住

民

登

録

や

、

税

務

署

か

ら

の

居

住

者

証

明

書

の

提

出

を

求

め

る

、

振

込

先

が

国

内

銀

行

で

あ

る

な

ど

、

相

当

の

確

認

を

し

た

上

で

の

居

住

者

判

断

で

あ

る

な

ら

ば

、

「

不

納

付

加

算

税

の

免

除

規

定

」

に

該

当

す

る

と

な

れ

ば

良

い

の

で

す

が

…

。

　

さ

ら

に

は

、

登

記

す

る

際

に

税

務

署

長

発

行

の

申

告

済

証

明

書

の

提

出

を

義

務

付

け

、

譲

渡

で

得

た

資

金

を

国

外

に

搬

出

す

る

場

合

に

は

、

税

務

署

長

の

申

告

済

証

明

書

添

付

の

義

務

付

け

が

あ

れ

ば

良

い

の

で

す

が

…

。

【

参

考

】

　

韓

国

で

は

、

税

務

署

発

行

の

「

預

金

等

資

金

出

拠

確

認

表

」

が

あ

っ

て

、

初

め

て

海

外

送

金

が

で

き

ま

す

。

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　



４月から変更となる雇用

・労働関係の主な項目

① 出生後休業支援給付の創設

② 育児時短就業給付の創設

③

雇用保険における自己都合

離職者の給付制限の見直し

④

高年齢雇用継続給付の給付

率引下げ

⑤ 雇用保険料率の改定

⑥

子の年齢に応じた柔軟な働

き方を実現するための措置

の拡充

⑦

育児休業の取得状況の公表

義務の拡大

⑧

介護離職防止のための仕事

と介護の両立支援制度の強

化等

⑨

次世代法に基づく一般事業

主行動計画に関する見直し

　

関

東

信

越

国

税

局

は

こ

の

ほ

ど

、

埼

玉

県

行

田

市

の

横

田

酒

造

で

Ａ

Ｌ

Ｔ

（

外

国

語

指

導

助

手

）

向

け

酒

蔵

ツ

ア

ー

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

Ｓ

Ｎ

Ｓ

を

通

じ

て

母

国

や

知

人

に

そ

の

魅

力

を

発

信

し

て

も

ら

う

こ

と

で

、

日

本

文

化

を

Ｐ

Ｒ

し

よ

う

と

企

画

し

た

。

　

当

日

は

埼

玉

県

内

に

勤

務

す

る

米

国

や

フ

ィ

リ

ピ

ン

な

ど

７

か

国

�

人

の

Ａ

Ｌ

Ｔ

が

参

加

。

ユ

ネ

ス

コ

無

形

文

化

遺

産

に

登

録

さ

れ

た

「

伝

統

的

酒

造

り

」

で

あ

る

日

本

酒

の

製

造

工

程

の

見

学

や

き

き

酒

体

験

に

も

挑

戦

し

た

。

　

ま

た

、

一

行

は

、

行

田

市

内

の

イ

サ

ミ

足

袋

工

場

で

足

袋

の

製

作

工

程

も

見

学

し

、

仕

上

げ

作

業

を

体

験

。

歴

史

あ

る

地

場

産

業

に

触

れ

た

。

　

兵

庫

・

公

益

社

団

法

人

西

宮

納

税

協

会

（

上

田

勝

嗣

会

長

）

は

８

日

、

西

宮

市

社

家

町

の

西

宮

神

社

会

館

で

、

新

酒

き

き

酒

会

を

開

催

し

た

＝

写

真

。

当

日

は

フ

リ

ー

ア

ナ

ウ

ン

サ

ー

の

桑

原

征

平

さ

ん

、

元

プ

ロ

野

球

選

手

の

葛

城

育

郎

さ

ん

、

岡

田

貴

弘

さ

ん

、

プ

ロ

ゴ

ル

フ

ァ

ー

の

池

内

真

梨

藻

さ

ん

ら

約

１

４

０

人

が

参

加

し

た

。

　

き

き

酒

会

で

は

、

「

大

吟

醸

」

「

純

米

」

「

本

醸

造

」

「

原

酒

」

の

タ

イ

プ

の

判

別

や

清

酒

の

甘

辛

さ

を

見

極

め

る

形

式

で

行

わ

れ

た

。

参

加

者

は

「

う

～

ん

、

難

し

い

」

と

首

を

か

し

げ

な

が

ら

も

、

大

吟

醸

特

有

の

果

実

の

よ

う

な

華

や

か

な

吟

醸

香

り

な

ど

、

香

り

の

違

い

や

口

に

含

ん

で

味

わ

い

を

確

か

め

て

い

た

。

　

き

き

酒

の

投

票

用

紙

に

は

税

金

ク

イ

ズ

が

記

載

さ

れ

て

お

り

、

参

加

者

は

熱

心

に

回

答

し

て

い

た

。

　

大

阪

・

東

成

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

内

田

寿

仁

会

長

）

は

�

日

、

「

４

月

�

日

は

『

納

貯

の

日

』

」

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

を

東

成

し

ん

み

ち

ロ

ー

ド

で

開

催

し

た

。

　

大

阪

ら

し

い

下

町

の

風

情

の

あ

る

商

店

街

で

夕

方

の

人

通

り

の

多

い

時

間

帯

に

、

納

税

貯

蓄

組

合

の

活

動

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

街

頭

Ｐ

Ｒ

を

行

っ

た

。

　

当

日

、

納

税

貯

蓄

組

合

の

愛

称

「

ハ

ロ

ー

タ

ッ

ク

ス

」

を

モ

チ

ー

フ

に

し

た

キ

ャ

ッ

レ

ス

納

付

Ｐ

Ｒ

の

缶

バ

ッ

チ

＝

写

真

＝

を

配

布

し

た

と

こ

ろ

、

非

常

に

好

評

で

、

買

い

物

客

か

ら

は

、

「

な

ん

で

み

つ

ば

ち

な

の

？

」

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

っ

て

何

？

」

と

質

問

が

あ

り

、

ま

た

、

店

主

か

ら

は

、

「

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

に

協

力

し

て

い

る

よ

！

」

と

の

声

が

あ

る

な

ど

、

会

話

が

弾

む

場

面

が

多

く

あ

っ

た

。

　

直

接

会

話

が

で

き

る

貴

重

な

機

会

で

も

あ

る

街

頭

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

を

通

じ

て

、

税

の

啓

も

う

活

動

を

行

う

こ

と

が

で

き

、

非

常

に

有

意

義

で

あ

っ

た

。

　

同

納

貯

連

で

は

、

「

人

と

の

つ

な

が

り

を

大

切

に

し

た

税

の

啓

も

う

活

動

」

を

継

続

し

て

い

き

た

い

と

し

て

い

る

。

　

厚

生

労

働

省

は

こ

の

ほ

ど

、

令

和

７

年

４

月

に

実

施

さ

れ

る

厚

労

省

関

係

の

主

な

制

度

変

更

の

う

ち

、

特

に

国

民

生

活

に

影

響

を

与

え

る

事

項

を

公

表

し

た

。

こ

こ

で

は

、

そ

の

う

ち

、

雇

用

・

労

働

関

係

の

主

な

項

目

を

紹

介

す

る

（

表

参

照

）

。

　

子

の

年

齢

に

応

じ

た

柔

軟

な

働

き

方

を

実

現

す

る

た

め

の

措

置

の

拡

充

で

は

、

子

の

看

護

休

暇

の

対

象

と

な

る

子

の

年

齢

に

つ

い

て

、

現

行

の

小

学

校

就

学

前

を

、

小

学

校

３

年

生

ま

で

拡

大

し

、

取

得

事

由

を

感

染

症

に

伴

う

学

級

閉

鎖

等

に

拡

大

等

す

る

。

ま

た

、

所

定

外

労

働

の

制

限

（

残

業

免

除

）

の

対

象

と

な

る

子

の

年

齢

に

つ

い

て

、

現

行

の

３

歳

未

満

を

、

小

学

校

就

学

前

ま

で

拡

大

す

る

。

　

育

児

休

業

の

取

得

状

況

に

つ

い

て

は

、

公

表

義

務

を

拡

大

す

る

。

常

時

雇

用

す

る

労

働

者

が

１

０

０

０

人

超

の

事

業

主

に

は

男

性

労

働

者

の

育

児

休

業

等

の

取

得

状

況

を

年

１

回

公

表

す

る

こ

と

が

義

務

付

け

ら

れ

て

い

る

と

こ

ろ

、

３

０

０

人

超

の

事

業

主

に

拡

大

す

る

。

　

介

護

離

職

防

止

の

た

め

の

仕

事

と

介

護

の

両

立

支

援

制

度

の

強

化

等

で

は

、

介

護

に

直

面

し

た

旨

の

申

出

を

し

た

労

働

者

に

対

し

て

、

事

業

主

が

介

護

休

業

や

介

護

両

立

支

援

制

度

等

に

関

す

る

事

項

の

周

知

と

利

用

の

意

向

確

認

を

個

別

に

行

う

こ

と

を

義

務

付

け

る

。

ま

た

、

介

護

に

直

面

す

る

前

の

早

い

段

階

（

�

歳

等

）

で

、

労

働

者

等

へ

の

介

護

休

業

や

介

護

両

立

支

援

制

度

等

に

関

す

る

早

期

の

情

報

提

供

や

、

雇

用

環

境

の

整

備

（

労

働

者

へ

の

研

修

等

）

を

事

業

主

に

義

務

付

け

る

。

　

次

世

代

法

に

基

づ

く

一

般

事

業

主

行

動

計

画

に

関

す

る

見

直

し

で

は

、

同

計

画

の

策

定

時

に

、

育

児

休

業

等

の

取

得

や

労

働

時

間

に

係

る

状

況

把

握

・

数

値

目

標

の

設

定

を

事

業

主

に

義

務

付

け

る

と

な

っ

て

い

る

。

　

東

京

・

芝

酒

類

商

連

合

会

（

常

住

行

良

会

長

）

と

品

川

酒

販

連

合

会

（

石

渡

康

文

会

長

）

は

６

日

、

Ｊ

Ｒ

品

川

駅

前

で

春

の

交

通

安

全

運

動

に

併

せ

て

開

催

さ

れ

た

「

第

�

回

高

輪

交

通

安

全

フ

ェ

ア

・

品

川

ク

ラ

シ

ッ

ク

カ

ー

レ

ビ

ュ

ー

㏌

港

南

」

で

、

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

・

飲

酒

運

転

撲

滅

キ

ャ

ン

ペ

ー

ン

」

を

実

施

し

た

＝

写

真

。

　

駅

前

ロ

ー

タ

リ

ー

で

は

、

ク

ラ

ッ

シ

ッ

ク

カ

ー

が

ず

ら

り

と

展

示

さ

れ

賑

わ

い

を

み

せ

る

中

、

両

連

合

会

長

と

と

も

に

、

芝

税

務

署

の

宮

部

国

輝

署

長

と

品

川

税

務

署

の

坂

本

達

哉

税

務

署

長

が

、

品

川

駅

を

行

き

交

う

多

く

の

人

に

、

ノ

ン

ア

ル

コ

ー

ル

ビ

ー

ル

と

啓

発

を

呼

び

掛

け

る

チ

ラ

シ

入

り

テ

ィ

ッ

シ

ュ

を

配

布

。

　

そ

の

後

、

ク

ラ

シ

ッ

ク

カ

ー

と

白

バ

イ

に

よ

る

交

通

安

全

パ

レ

ー

ド

を

行

い

、

横

断

幕

を

持

ち

品

川

駅

前

を

歩

き

な

が

ら

、

「

�

歳

未

満

飲

酒

防

止

」

と

「

飲

酒

運

転

撲

滅

」

を

呼

び

掛

け

た

。

　

名

古

屋

中

税

務

連

絡

協

議

会

（

池

田

達

哉

会

長

＝

名

古

屋

中

間

税

会

会

長

）

は

７

日

、

名

古

屋

市

立

平

和

小

学

校

（

板

倉

眞

代

校

長

）

の

入

学

式

で

、

�

人

の

新

１

年

生

一

人

ひ

と

り

に

「

れ

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

を

手

渡

し

し

た

＝

写

真

。

　

名

古

屋

中

税

務

署

（

栢

原

弘

行

署

長

）

が

開

催

す

る

租

税

教

室

で

「

税

の

意

義

・

役

割

」

を

学

ん

だ

デ

ザ

イ

ン

専

門

学

校

生

が

、

児

童

た

ち

に

分

か

り

や

す

く

「

税

」

を

伝

え

る

た

め

の

イ

ラ

ス

ト

制

作

に

挑

戦

し

、

応

募

作

品

２

５

７

点

の

中

か

ら

最

優

秀

賞

に

選

ば

れ

た

あ

い

ち

造

形

デ

ザ

イ

ン

専

門

学

校

・

洪

禧

鳳

さ

ん

の

イ

ラ

ス

ト

が

、

「

税

で

育

む

笑

顔

と

未

来

」

の

キ

ャ

ッ

チ

コ

ピ

ー

と

と

も

に

「

れ

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

に

印

刷

さ

れ

て

い

る

。

　

手

渡

し

式

は

、

中

区

内

を

代

表

し

て

平

和

小

学

校

で

開

催

さ

れ

た

が

、

こ

の

日

、

入

学

を

迎

え

た

中

区

内

３

８

０

人

の

新

１

年

生

全

員

に

「

れ

ん

ら

く

ぶ

く

ろ

」

を

届

け

て

お

り

、

今

年

で

�

年

目

と

な

る

。

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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